
　　令和２年５月７日（木）午後２時　玉名市役所　第２委員会室

１．本日の出席農業委員は、次のとおりである。

１番  永田　知博 ２番　鶴田　克士 ３番　赤松　繁之 ４番  竹下　宏介

５番　浦谷　幸司 ６番　縄田伊知郎 ７番　下川　安 ８番　船津　和利

９番　澤村　哲志 10番  田上　一 11番　福田　友明 12番　中島　浩輔

13番  小川　信孝 14番　髙田　優子 16番　島村　秀敏 17番　永田　眞一

18番　堀田　昌子 19番　村端　一弘

15番  吉田　孝壽

３．説明のために出席した職員は、次のとおりである。

局長　小山　博 次長　西山　美和 係長　松倉　司 参事　安田　志津子

主査　前田　稚子 会計年度任用職員　勅使川原　智美

４．議事参与が制限された委員数は、次のとおりである。

８番　船津　和利 10番  田上　一

議　題

第 17 号 農地法第３条の規定による許可申請について

第 18 号 農地法第４条の規定による許可申請について

第 19 号 農地法第５条の規定による許可申請について

第 20 号 農用地利用集積計画の決定について

報　告

第 10 号 農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について（１８条）

第 11 号 農地の形状変更届について

第 12 号 許可書返納届について

令和２年第５回玉名市農業委員会総会議事録

２．本日の欠席農業委員は、次のとおりである。
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１．開 会 

○事務局長（小山 博君） それでは、始めさせていただきます。 

 本日は農業委員総数１９名のうち、１５番吉田委員から欠席の届けがあっており

１８名の御出席でございます。 

 玉名市農業委員会会議規則第７条の規定により会議は成立しておりますので、た

だいまから令和２年第５回玉名市農業委員会総会を開会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

２．会長挨拶 

○事務局長（小山 博君） まず、永田会長より御挨拶をいただきまして、引き続き、

会議規則第５条の規定により議長をお願いし、議事の進行をお願いいたします。 

 よろしくお願いします。 

○会長（永田知博君） 改めまして皆さんこんにちは。マスクを着けて発音が聞きにく

いかと思いますけれども、何せ今、地球規模でコロナ、コロナで大変な時期でござ

います。これから農繁期に入りますけれども、各々やっぱり健康は自分自身でつく

っていかなければいけないと思っております。そのために今回の農業委員会総会も

先程局長から言われましたように、議決権があられます農業委員のみの参加という

ことで、なるべく密集・密接、こういった環境を避けて、１８名の参加で今日開会

することになりました。どうかまだまだコロナウイルスも収束とはいきませんので、

油断をせずに、これから増々、注意をしながら農繁期を乗り切っていただきたいと

思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

３．議事録署名委員指名 

○議長（永田知博君） それでは、早速でございますけれども、議事に入りたいと思い

ます。着席をもって進行させていただきます。 

 本日の議案は、議第１７号議案より議第２０議案までの６７件と、報告第１０号

より第１２号までの２２件が提案されております。慎重なる御審議方、よろしくお

願いいたします。 

 本日の議事録の署名委員は、１０番田上一委員、１１番福田友明委員、以上２名

の委員の方にお願いいたします。 

 なお、発言の際には、委員番号と氏名を述べた上で発言をお願いいたします。ま

た、採決の際は挙手でお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

４．議 事 

○議長（永田知博君） それでは、議事に入ります。 
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 初めに、議第１７号農地法第３条の規定による許可申請について議題といたしま

す。 

 それでは、事務局より提案説明をお願いいたします。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。議案１ページをお願いいたします。 

 議第１７号農地法第３条の規定による許可申請について。農地法第３条第１項の

規定による下記農地の所有権移転及び使用収益権設定許可申請について許可するも

のとする。令和２年５月７日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

 １番、玉名と中の申請人で、玉名の田１,０２４㎡外１筆、計１,９２６㎡を労力

不足と経営拡張のため売買するものです。 

 ２番、神奈川県逗子市と大浜町の申請人で、大浜町の田１９５㎡を労力不足と経

営拡張のため売買するものです。 

 ３番、築地と大浜町の申請人で、大浜町の田６６㎡外１筆、計２０３㎡を労力不

足と経営拡張のため売買するものです。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ４番、天水町と伊倉北方の申請人で、南坂門田の樹園地１,９０５㎡を労力不足

と経営拡張のため売買するものです。 

 ５番、上小田の申請人で、上小田の田４９０㎡を労力不足と隣接地取得のため売

買するものです。 

 ６番、上小田の申請人で、上小田の田４９７㎡を労力不足と隣接地取得のため売

買するものです。報告第１０号１４番と関連しております。 

 ７番、福岡県筑紫野市と下小田の申請人で、上小田の畑５７８㎡を労力不足と隣

接地取得のため売買するものです。 

 ３ページをお願いいたします。 

 ８番、福岡県粕屋郡新宮町と岱明町の申請人で、岱明町扇崎の田１,１６９㎡を

労力不足と経営拡張のため売買するものです。 

 ９番、熊本市東区と下小田の申請人で、箱谷の田７５４㎡を労力不足と経営拡張

のため売買するものです。 

 以上９件、合計７,７１７㎡につきまして、農地法第３条第２項各号の禁止規定

から申請内容を審査し、取得後の全ての農地を利用すること、機械、労働力、技術、

地域との関係も問題がないこと、許可要件の全てを満たしているものと判断し、御

提案しております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 ただいま事務局の説明が終わりました。議第１７号は、受付番号９番につきまし
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て、申請人に農業委員本人が関与しており、議事参与の制限に該当すると認められ

ますので、まず１番から８番までを審議し、その後、９番を審議します。 

 それでは、まず受付番号１番から８番まで順に委員の説明をお願いいたします。

また、連続して説明される場合は、引き続き説明いただきますよう併せてお願いい

たします。 

それでは、１番からよろしくお願いいたします。 

○３番（赤松繁之君） 農業委員３番の赤松です。１番の案件について。 

 譲渡人は労力不足、譲受人は経営拡張で、米を作られるそうです。それで機械等

も持っておられるということで、下限面積も満たしておりますし、何ら問題なく許

可相当と思います。以上です。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 それでは２番、お願いいたします。 

○４番（竹下宏介君） ４番、竹下です。２番と３番の案件について御説明します。 

 この２番と３番は同じ人が譲受人でございますので、一緒に説明します。 

 譲渡人は労力不足、譲受人は経営拡張と、下限面積も満たされており、許可相当

と判断いたします。以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは４番、お願いいたします。 

○５番（浦谷幸司君） 農業委員５番、浦谷です。４番の案件について説明いたします。 

 譲渡人は労力不足、譲受人は経営拡張ということです。場所が南坂の川原谷とな

っておりますが、譲受人がそこで養鶏を行っており、すぐそばの農地ということで、

今度譲り受けるそうでございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 それでは５番、お願いいたします。 

○８番（船津和利君） はい、８番、船津です。まず、５番と６番の案件について説明

します。 

 ５番は、譲渡人は労力不足と譲受人は隣接地取得ということで、下限面積も満た

しており、何も問題ないと思います。 

 ６番も５番と一緒で、労力不足と隣接地取得ということで、何ら問題ないと思い

ます。 

 続きまして、７番について御報告します。 

 これも譲渡人は労力不足、福岡におりますので到底こちらへ仕事に来ることがで

きません。譲受人は隣接地取得ということで、下限面積も満たしており、問題ない

と思います。よろしくお願いいたします。 
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○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、８番をお願いいたします。 

○１３番（小川信孝君） １３番、農業委員小川です。８番の案件について御説明申し

上げます。 

 譲渡人は労力不足、譲受人は経営拡張ということで、何ら問題ないと思います。

よろしく審議をお願いします。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 ただいま１番から８番まで説明をいただきました。 

 それでは、皆さん何か１番から８番まで、御意見、御質問はございませんでしょ

うか。 

(なしの声) 

○議長（永田知博君） 御意見、御質問はないようでございますので、採決に移ります。 

 議第１７号農地法第３条の規定による許可申請についての受付番号１番から受付

番号８番までについては、原案どおり許可することに異議のない方は挙手をお願い

いたします。 

（全員 挙手） 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。異議がないものと認め、

議第１７号の受付番号１番から受付番号８番までについては、許可することに決定

いたしました。 

 引き続き、受付番号９番の審議に移りますが、申請人に農業委員本人が関与して

おりますので、農業委員会法第３１条及び玉名市農業委員会会議規則第１２条の議

事参与の制限に該当すると認められますので、船津委員の退席をお願いいたします。 

― ８番 船津和利君 退室 ― 

○議長（永田知博君） それでは、受付番号９番につきまして、委員の説明をお願いい

たします。 

 ９番、どうぞ。 

○９番（澤村哲志君） 農業委員９番の澤村です。番号９番の案件について説明いたし

ます。 

 譲渡人は労力不足、譲受人は経営拡張で、譲受人は下限面積も十分満たしておら

れますので、許可相当と思います。以上です。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 ただいま９番について説明をいただきました。何か御意見、御質問はございませ

んでしょうか。 

(なしの声) 
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○議長（永田知博君） 御意見、御質問もないようでございますので、採決に移ります。 

 議第１７号農地法第３条の規定による許可申請についての受付番号９番につきま

して、原案どおり許可することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、船津委員の着席をお願いいたします。 

― ８番 船津和利君 入室 ― 

○議長（永田知博君） それでは、次に、議第１８号農地法第４条の規定による許可申

請について議題といたします。 

 議第１８号は、受付番号４番、５番、６番につきましては始末書が提出されてお

りますので、委員の説明の前に事務局より始末書を読み上げます。 

 それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。４ページをお願いします。 

 議第１８号農地の転用許可申請について。農地法第４条第１項の規定による下記

農地の転用許可申請について意見決定するものとする。令和２年５月７日提出、玉

名市農業委員会会長、永田知博。 

 １番、申請物件が中の畑８３㎡外１筆、計６８５㎡で、転用目的は共同住宅１棟

です。農地区分は、都市計画法に規定する用途地域内の農地で第３種農地と判断し

ております。 

 ２番、申請物件が中の田１,０２５㎡で、転用目的は貸家４戸です。農地区分は、

都市計画法に規定する用途地域内の農地で第３種農地と判断しております。 

 ３番、申請物件が大浜町の田５００㎡で、転用目的は農業用資材置場です。農地

区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地内に所在する農地で、第１種農地と判断し

ております。第１種農地は原則不許可となるところですが、農業用施設、農畜産物

処理加工施設及び農産物販売施設であることから、例外的に許可は可能と判断して

おります。 

 ５ページをお願いします。 

 ４番、申請物件が岱明町鍋の畑２３２㎡外１筆、計２９７㎡で、転用目的は農業

用車両置場です。農地区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地内に所在する農地で、

第１種農地と判断しております。第１種農地は原則不許可となるところですが、農

業用施設、農畜産物処理加工施設及び農産物販売施設であることから、例外的に許

可は可能と判断しております。 

 ５番、申請物件が横島町横島の田６４㎡で、転用目的は宅地拡張です。農用地区

域内の農地ではありますが、現在除外の報告縦覧中です。除外後の農地区分は、概
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ね１０ｈａ以上の一団の農地内に所在する農地で、第１種農地と判断しております。

第１種農地は原則不許可となるところですが、既存施設の拡張で、拡張面が既存施

設面積の２分の１を超えないことから、例外的に許可は可能となっております。 

 ６番、申請物件が天水町部田見の田５００㎡で、転用目的は自動車保管場所です。

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地

と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。報告第１２号１番と

関連しております。 

 以上６件、合計３,０７１㎡につきまして、申請内容を農地転用許可基準全ての

項目ごとに適合するか審査した結果、いずれも不都合のないものと判断し、御提案

しております。去る４月３０日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 ただいま事務局の説明が終わりました。それでは、まず受付番号１番から受付番

号３番までにつきまして、委員の説明をお願いいたします。また、連続して説明さ

れる場合は、引き続き説明いただきますようお願いいたします。 

 それでは、１番からどうぞよろしくお願いいたします。 

○３番（赤松繁之君） ３番、赤松です。１番の案件について説明いたします。 

 申請人は高齢になり、農地の管理が難しくなるので、共同住宅を建てて収益と生

活の安定を考えての申請です。場所はレンタルショップ店の西隣で造成はなく、境

をブロックとフェンスで囲むくらいです。総事業面積は１,１３３㎡で、うち農地

が６８５㎡の転用申請です。土地の中心部の所を宅地として生活されていましたが、

今回全部を宅地として鉄筋コンクリート３階建てを建設、各階４戸の合計１２戸と

駐車場２５台分です。給排水は西側市道内の上下水道から接続利用、雨水は市道側

溝へ接続放流、周りは宅地の一画で、現地調査の結果、許可相当と思います。 

 続きまして、２番の案件について説明いたします。 

 申請人は熊本市において賃貸住宅を経営、今回自己所有地である当地に戸建ての

住宅４棟を建てるための申請です。場所は葬祭場の東側５０ｍ程の所です。造成は、

周りをＬ型擁壁で囲んで１ｍぐらい盛土し、土砂の流出を防ぐそうです。南側を市

道が通り、西側は宅地、東側は水路を挟んで宅地、北側は水田ですが、形状変更手

続きが出ている盛土中の土地があります。建物は木造平屋建て４棟、宅地の中央に

４ｍの道路を通して、これに南側市道より上下水道管を引き込み利用、雨水は道路

側溝へ放流、都市計画区域内であり、現地調査の結果、許可相当と思います。以上

です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 
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 それでは３番、お願いいたします。 

○４番（竹下宏介君） 農業委員４番、竹下です。３番の案件について説明します。 

 農業用資材置場でございます。ハウスの材料、ハウスのパイプ、ハウス用の支柱、

堆肥置場などです。事業面積は５００㎡で、給水はありません。雨水は自然浸透と

なっています。工事についても周辺農地に被害を及ぼさない事業計画となっていま

す。現地調査の結果、本件は許可相当と判断いたします。よろしくお願いします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、ここで事務局より、受付番号４番につきまして始末書を読み上げます。 

 事務局、よろしくお願いいたします。 

○参事（安田志津子君） ― ４番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 ただいま事務局より、受付番号４番につきまして始末書の読み上げが終わりまし

た。 

 それでは、受付番号４番につきまして、委員の説明をお願いいたします。 

 ４番どうぞ。 

○１３番（小川信孝君） １３番、農業委員、小川です。４番の案件について御説明い

たします。 

 申請人の鶴岡さんは、親戚敷地奥に農業用トラクター、コンバイン、田植機等、

自宅が手狭になった為防犯上ここが便利と思い農業用車両置場とされたものです。

給水はありません。雨水処理は自然流下です。生活雑排水もありません。許可相当

と思いますので、よろしく審議をお願いします。 

○議長（永田知博君） はい、４番について説明をいただきました。ありがとうござい

ました。 

 それでは次に、事務局より受付番号５番につきまして、ここでも始末書が添付さ

れておりますので読み上げていただきます。 

 事務局、よろしくお願いいたします。 

○参事（安田志津子君） ― ５番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。ただいま事務局の説明が終わ

りましたので、引き続き委員の説明をお願いいたします。 

○１４番（髙田優子君） 農業委員１４番、髙田です。５番の案件について説明いたし

ます。 

 去る４月３０日に現地調査を行いました。所在地は横島の神崎、地目は田です。

申請面積は６４㎡、宅地拡張です。始末書にもありますように、平成２２年に増築

し、最近この分が未登録であったので登記申請をする中、申請地に建物の一部がま
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たがっていることに気が付きました。平成１７年には工事は完成しており、給水は

地下水を利用し、生活排水は集落排水に継ぎ込み排水、雨水は地下浸透させ、隣接

の農地は南側だけで同意も得られており、付近の農地には何ら影響ないと判断いた

します。許可相当と思います、御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、事務局より受付番号６番につきまして、始末書を読

み上げていただきます。よろしくお願いいたします。 

○参事（安田志津子君） ― ６番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 ただいま事務局より、受付番号６番につきまして始末書の読み上げが終わりまし

た。 

 それでは、受付番号６番につきまして、委員の説明をお願いいたします。 

 ６番、どうぞ。 

○１７番（永田眞一君） 農業委員１７番、永田です。６番の案件について説明いたし

ます。 

 この案件は、平成３０年１２月の総会で受理されたものです。個人住宅用地を自

動車保管場所に変更するものです。申請人は自動車整備、板金工場を営むも、修理

対象車両の保管場所が必要であり、現在は敷地内に隙間なく一杯に駐車せざるを得

ないような状態のため、出し入れに大変苦労と時間を要し、非常に業務効率が悪い、

よってこの状況を改善するために、申請地を自動車整備、板金の車両保管場所とし

て利用したい。転用面積５００㎡の自動車保管場所であり、工作物は設置しない。

Ｌ型擁壁を設置し、約１.５ｍ程度の盛土造成が完了しており、そのまま利用する。

給水排水計画は、給水は不要である。雨水は地下浸透とする。生活雑排水、汚水は

生じない。被害防除計画、Ｌ型擁壁の設置により土砂の流出は防止する。車両置場

であるから近隣土地への日照通風、耕作などの影響はない。転用にあたっては、近

隣への迷惑のないように十分注意をする。現地調査の結果、何も問題なく許可相当

と思います。以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 ただいま６番について委員の説明が終わりました。御意見、御質問はございませ

んでしょうか。 

(なしの声) 

○議長（永田知博君） 御意見、御質問もないようでございますので、採決に移ります。 

 議第１８号農地法第４条の規定による許可申請について、原案どおり承認するこ

とに異議のない方は挙手をお願いいたします。 
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（全員 挙手） 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 異議がないものと認め、原案どおり許可することに決定いたしました。 

 次に、議第１９号農地法第５条の規定による許可申請について議題といたします。

議第１９号は、受付番号６番につきまして、始末書が提出されておりますので、委

員の説明の前に事務局より始末書を読み上げます。 

 また、受付番号８番につきまして、申請人に農業委員本人の関与がございます。

議事参与の制限に該当すると認められますので、まず１番から７番までを審議し、

最後に８番を審議いたします。 

 それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。６ページをお願いします。 

 議第１９号農地の転用許可申請について。農地法第５条第１項の規定による下記

農地の転用許可申請について意見決定するものとする。令和２年５月７日提出、玉

名市農業委員会会長、永田知博。 

 １番、申請物件が築地の畑１,７５９㎡で、転用目的は貸資材置場です。農地区

分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と判断

し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 ２番、申請物件が山田の畑３０８㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区分は、

都市計画法に規定する用途地域内の農地で第３種農地と判断しております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ３番、申請物件が大浜町の田９４㎡外２筆、計４１０㎡で、転用目的は個人住宅

です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２

種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 ４番、申請物件が伊倉北方の畑５５４㎡で、転用目的は太陽光発電施設４４.０

ｋｗです。農地区分は、概ね３００ｍ以内に駅、インターチェンジ、市役所等が存

在する区域内にある農地で、第３種農地と判断しております。 

 ５番、申請物件が大倉の畑１,３０２㎡で、転用目的は太陽光発電施設４４.０ｋ

ｗです。農地区分は、都市計画法に規定する用途地域内の農地で第３種農地と判断

しております。 

 ６番、申請物件が富尾の田３７０㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区分は、

農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と判断し、ほ

かに適当な場所がないものと判断しております。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ７番、申請物件が岱明町庄山の畑５６３㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区
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分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と判断

し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 ８番、申請物件が岱明町山下の畑４３㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区分

は、都市計画法に規定する用途地域内の農地で第３種農地と判断しております。 

 以上８件、５,３０９㎡につきまして、申請内容を農地転用許可基準全ての項目

ごとに適合するか審査した結果、いずれも不都合のないものと判断し、御提案して

おります。去る４月３０日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。よろ

しく御審議をお願いいたします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 事務局の説明が終わりました。 

 それでは、まず、受付番号１番から５番まで、順に委員の説明をお願いいたしま

す。 

○３番（赤松繁之君） ３番、赤松です。１番の案件について御説明いたします。 

 申請人は造園業を経営しているが、資材置場及び仮植場が手狭なために、隣接地

の耕作放棄地を取得して利用するための申請です。場所は大型量販店の北側１キロ

程の市道脇の先です。東側を市道、高低差のある土地なので、なるべく高低差を少

なくするために、高い所から低い所へ土を入れ込んで土砂の流出を防ぐそうです。

建物はなく、庭石などの造園用の資材と植木などの仮植場です。給排水もなく、雨

水は貯水桝を造って植物の水やりに利用するそうです。オーバー分は東側市道側溝

へ放流、周りには誠意を持って対応するとのことで、現地調査の結果、許可相当と

思います。 

 続きまして、２番の案件について。申請人は市内アパート住まいで、子どもが生

まれて手狭になり個人住宅を建てる申請だそうです。場所は玉名中学校から北西３

００ｍぐらいのところで、糠峯団地の西南西１００ｍぐらいの所です。南側を市道

が通り、周りは宅地化した一画です。造成はなく、境をブロックとフェンスで囲む

とのことで、建物は木造２階で、給排水は市道から引き込んだ上下水道管を利用し、

雨水は道路側溝を利用して市道側溝へ接続放流、現地調査の結果、許可相当と思い

ます。以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは３番、お願いいたします。 

○４番（竹下宏介君） 農業委員４番、竹下です。３番の案件について御説明します。 

 申請人は現在アパート住まいです。今度実家近くに個人住宅を建てるものです。

周辺の状況については、東側は農業用倉庫、北側は市道と水路が流れております。

南側は農地、西側は他人所有の農地になっていますが、境にはＬ型擁壁を設置し、
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土砂の流出を防ぐ措置も行われます。営農状況には支障はないものと思われます。

給水については、市の上水道が通っており、生活排水については合併浄化槽を設置

し、排水する計画です。雨水については自然浸透となっております。工事について

の周辺の農地に被害を及ぼさない事業計画となっております。現地調査の結果、本

件は許可相当と判断いたします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは４番、お願いいたします。 

○５番（浦谷幸司君） 農業委員５番、浦谷です。 

 使用貸人と借人は親子関係でありまして、太陽光発電施設の設置ということで申

請がありました。場所は肥後伊倉駅周辺で、１００ｍ以内の所でして、そこは家と

家の間の畑ということで、５５４㎡の畑です。東側は道路で、南側に宅地で１軒建

っております。西側は２ｍ程の農地の土手がありまして、北側はブロックで仕切っ

てあります。太陽光パネルを１９２枚で発電するということでございます。道路際

が地面の高さと同じで流出する可能性がありましたので、一応、流出のないよう畦

を高めてくださいということで提言してきました。排水は全て雨水関係でございま

すので、現地での地下浸透。東側に側溝がありますので、あふれる部分はその側溝

に流し込むということでございます。近所に太陽光の反射等のことをちょっと聞き

ましたけれども、今はあまり影響ないということでございましたので、許可相当と

いうことです。よろしくお願いいたします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは５番、お願いいたします。 

○６番（縄田伊知郎君） 農業委員６番、縄田です。５番の件について説明いたします。 

 転用目的は太陽光施設です。譲受人と譲渡人は親戚関係であり、譲渡人である耕

作者の方が高齢であり、耕作放棄地とならないためにも、収益目的も兼ねて太陽光

発電事業を行うものだということです。申請地は国道２０８号線、タクシー会社の

道路反対側の土手の上にあります。申請面積は１,３０２㎡、太陽光パネルは２２

７枚の設置です。給排水は特になく、雨水などは自然浸透でオーバーフローは北側

にある側溝に放流されるそうです。造成中の防除に対しては、特に周りの農地に対

する影響はないということです。次の現地調査の結果、問題ないと判断いたします。

以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、ここで事務局より、受付番号６番につきまして、始末書を読み上げて

いただきます。事務局、よろしくお願いいたします。 

○参事（安田志津子君） ― ６番の案件について始末書朗読 ― 
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○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 ただいま受付番号６番につきまして、始末書の読み上げが終わりました。 

 それでは、受付番号６番につきまして、委員の説明をお願いいたします。 

 ６番、お願いします。 

○９番（澤村哲志君） 農業委員９番、澤村です。番号６番の案件について説明いたし

ます。 

 申請地の所在地は、玉名市富尾下田です。現在、両親と同居している家が老朽化

のため建て替えを検討していたところ、その土地が土砂災害警戒区域に指定されて

危険なため、今現在の家の前に土地があり、先程の始末書での駐車場の土地があり

ますので、そこに住まいを建てるそうです。転用面積は３７０㎡で、建築面積は１

３２.３２㎡、木造２階建て、給水は上下水道を利用し、生活雑排水は合併浄化槽

で処理して西側の排水路へ放流、雨水は既設の排水路に接続して流すそうです。土

地の造成については、南側の市道より１ｍぐらい低いので、申請地の北、西、東の

所にＬ方擁壁を設置し、道路と同じくらいの高さにして造成されるそうです。現地

を確認したところ、周囲に被害はないようで、許可相当と思いました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、７番を説明していただきます。よろしくお願いいた

します。 

○１１番（福田友明君） １１番、福田です。７番について説明いたします。 

 転用目的は個人住宅への転用であります。使用貸人と借人は親子であります。申

請人は現在借家住まいでありますが、家族が増え手狭となり、生活を考慮して１戸

建ての住宅を建築したいということであります。場所は国道２０８号線沿いの大型

量販店がありますが、その北に位置します。隣接する北は宅地、南は大型量販店、

東は農地、西は市道となっております。転用目的は５６３㎡でありますが、道路後

退部分及び法面が約１６㎡あり、有効敷地面積は５４７㎡となっております。給排

水計画ですが、上水は市の上水道を利用する。それから排水処理方法でございます

が、雨水は敷地内に自然浸透させ、オーバーフロー分は西側の道路側溝へ放流する

ということであります。生活雑排水や汚水は、浄化槽を設置し、処理水を道路側溝

に放流するという計画であります。被害防除計画ですが、北と南は既にブロックを

設置されておりますけれども、土砂の流出、堆積、それから崩壊を防ぐために、周

囲にコンクリートブロックを設置するということであります。それから近傍農地へ

の被害防除計画ですが、東側農地の境から５ｍ程引いて木造平屋建てを建築される

ということから、農地や周辺への影響はないと思われます。調査の結果、許可相当
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と判断いたします。以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 受付番号１番から受付番号７番まで委員の説明が終わりました。皆さん何か御意

見、御質問はございませんでしょうか。 

(なしの声) 

○議長（永田知博君） 御意見、御質問もないようでございますので、採決に移ります。 

 議第１９号農地法第５条の規定による許可申請について、受付番号１番から受付

番号７番までについては、原案どおり許可することに異議のない方は挙手をお願い

いたします。 

（全員 挙手） 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 異議がないものと認め、議第１９号の受付番号１番から受付番号７番までについ

ては、許可することに決定いたしました。 

 引き続き、受付番号８番の審議に移りますが、申請人に農業委員本人が関与して

おりますので、農業委員会法第３１条及び玉名市農業委員会会議規則第１２条の議

事参与の制限に該当すると認められますので、田上一委員の退席をお願いいたしま

す。 

― １０番 田上 一君 退室 ― 

○議長（永田知博君） はい、それでは、受付番号８番につきまして、委員の説明をお

願いいたします。 

 ８番どうぞ。 

○１２番（中島浩輔君） 農業委員１２番の中島です。８番の案件について説明いたし

ます。 

 目的は個人住宅です。場所は岱明支所より西側の方に約３００ｍ行った所です。

住宅建設にあたり、東側の道路に面した申請の面積４３㎡の畑を譲り受けて、自動

車の進入及び駐車場を計画したいということでの申請です。ここは元々前に合わせ

て３６０.２㎡の面積に住宅１０９.３㎡を建設の計画です。そのため車の駐車場進

入をするために、どうしても道路側に沿って取得したほうが生活し易いということ

です。駐車場はそのうち６０㎡ぐらいの計画で、給水は市の上水道に接続し、雨水

は浸透桝に流入し、生活雑排水及び汚水は市の下水道に接続されます。以前、住宅

が建って解かれているために、西側、北側、東側には土留めのブロックがあり、南

側に新たに土留めのブロックを行うということです。何ら問題ないと思います。審

議のほどよろしくお願いします。以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 
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 ただいま委員の説明が終わりました。８番について、何か御意見、御質問はござ

いませんでしょうか。 

(なしの声) 

○議長（永田知博君） 御意見、御質問もないようでございますので、採決に移ります。 

 議第１９号農地法第５条の規定による許可申請について、受付番号８番につきま

して、原案どおり許可することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 異議がないものと認め、議第１９号の受付番号８番につきましては、許可するこ

とに決定いたしました。 

 それでは、田上委員、どうぞ着席をお願いいたします。 

― １０番 田上 一君 入室 ― 

○議長（永田知博君） それでは、次に、議第２０号農用地利用集積計画の決定につい

て議題といたします。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。９ページをお願いいたします。 

 議第２０号農用地利用集積計画の決定について。農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画について、次のとおり決定する。令和２

年５月７日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

 １０ページから１１ページの総括表、１２ページから１６ページまでの集計表の

とおり、玉名市長より意見を求められております。今回、所有権移転が２件２１,

９４３㎡、利用権設定が４２件、１２８,２４７㎡、合計４４件、１５０,１９０㎡

の集積で、いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしてい

るものと判断し、御提案しております。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 ただいま事務局の説明が終わりました。皆さんより何か御意見、御質問はござい

ませんでしょうか。 

（なしの声) 

○議長（永田知博君） 御意見、御質問もないようでございますので、採決に移ります。 

 議第２０号農用地利用集積計画の決定について、原案どおり決定することに異議

のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 
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 異議がないものと認め、議第２０号については、原案どおり決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

５．報 告 

○議長（永田知博君） 次に報告第１０号、１１号、１２号について、事務局より説明

をお願いいたします。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。１７ページをお願いします。 

 報告第１０号農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について。農地法第１８条第

６項の規定による合意解約及び農地使用貸借解約が成立した旨の通知を受理したの

で報告します。令和２年５月７日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

 今回１７ページから２１ページまでの２０件、合計６５,０２１㎡の解約通知を

受理しております。 

 続きまして、２２ページをお願いいたします。 

 報告第１１号農地の形状変更届について。下記農地の形状変更届がありましたの

で報告します。令和２年５月７日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

 今回、１件２,８５５㎡の届出を受理しております。 

 続きまして、２３ページをお願いします。 

 報告第１２号許可書返納届について。下記の物件は、農業委員会許可後に許可書

返納の届出がありましたので報告します。令和２年５月７日提出、玉名市農業委員

会会長、永田知博。 

 今回、１件、平成３０年１２月５日に許可された物件、５００㎡について、記載

されている理由により届出を受理しております。議第１８号６番と関連しておりま

す。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 ただいま事務局より報告がございました。質問などはございませんでしょうか。 

（なしの声) 

○議長（永田知博君） 質問もないようでございますので、本日予定しておりました議

案審議と報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

６．その他 

○議長（永田知博君） その他に移りますけれども、その他、何か皆さんよりございま

せんでしょうか。事務局は何かございますか。 

（なしの声) 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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７．閉 会 

○議長（永田知博君） はい、ほかに御意見、御質問もないようでございますので、本

日予定しておりました議案審議、慎重な御審議誠にありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして、令和２年第５回農業委員会総会を閉会いたします。 

 どうもありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉 会 午後２時５６分 
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以上のとおり、会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名捺印す

る。 

令和２年５月７日 

 

 

 

 玉名市農業委員会会長    永田 知博 

 

 

 

 農 業 委 員       田上  一 

 

 

 

 農 業 委 員       福田 友明 


